
ご記入いただきました個人情報は中退共本部の加入促進活動に必要な範囲内で利用させていただきます。中退共本部では個人情報を適切な安全対策のもとに管理し、漏えい
などの防止に努めます。また、お客様の同意なく第三者に開示・提供はいたしません。

制度のメリットは何ですか？

電話・来訪による相談窓口

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-7-13
　　　　　　　　　　　 商工中金阿波座ビル7Ｆ

相談窓口 9:00～16:30（土日祝日は除く）
中退共  大阪コーナー

電話受付 9:00～17:00（土日祝日は除く）
TEL 06－6536－1851

FAX 06－6536－1850

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3 - 6 - 35
　　　　　　　　　　　　　ＣＢＣアネックス栄８F

中退共  名古屋コーナー

電話受付 9:00～17:00（土日祝日は除く）

相談窓口 9:00～16:30（土日祝日は除く）

TEL 052－857－7588
FAX 052－857－7592

中退共本部  相談センター室（東京・池袋）
相談窓口 9:00～17:00　電話受付 9:00～17:15 （土日祝日は除く）
〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1

TEL 03－6907－1234 FAX 03－5955－8211
オンライン説明会・無料相談をご利用ください！

中退共制度への加入を検討している中小企業の皆様を対象に、オンライン説明会
の開催および職員が事業所を訪問またはオンラインにて相談に応じています。詳細
は、中退共ホームページをご確認ください。

中退共ホームページ

2024.03

安心・確実・有利　国の退職金制度

ホームページのご案内

QRコードを読み取ってアクセスしてください。
中退共制度に関する情報をご覧いただけます。

国からの掛金助成 (一部対象外あり)
初めて中退共制度に加入する事業主および掛金月額を増額する事業主に掛金の一部を国が助成します。
1. 新規加入助成
初めて中退共制度に加入する事業主に掛金月額の1/2(従業員ごとに上限5,000円）を加入後4か月目から1年間、国が助成
します。短時間労働者の特例掛金月額2,000円・3,000円・4,000円には掛金月額の1/2の額にそれぞれ300円・400円・
500円が上乗せされます。

2. 月額変更助成
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。
（注）20,000円以上の掛金月額からの増額は、助成の対象になりません。

外部積立型で管理が簡単
掛金は口座振替ですので手間がかかりません。
また、従業員ごとの納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせしますので退職金の管理が簡単です。

掛金は非課税
掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
（注）資本金の額または出資の総額が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。

掛金月額の選択
従業員ごとに選択した掛金月額は加入後いつでも増額できます。また、掛金月額の減額は一定の要件のもとで可能です。

退職金は直接従業員へ

通算制度でまとまった退職金
一定の要件を満たしていれば以下の通算ができます。
1. 過去の勤務期間
事業主が初めて中退共制度に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を通算できます。
（注1）小規模企業共済制度に加入していた期間は通算できません。
（注2）他企業からの掛金納付月数通算および他共済または企業年金等から資産移換する従業員は過去勤務期間の通算はできません。

2. 中退共制度に加入している企業間を転職した場合
前の企業での掛金納付月数を通算できます。

3. 中退共制度に加入している企業と特定退職金共済制度※に加入している企業間を転職した場合
それぞれの制度へ前の企業での退職金を通算できます。
※商工会議所、商工会などの団体が運営している特定退職金共済（特退共）制度を指します。

掛金助成可否一覧表

社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主
解散存続厚生年金基金から資産移換を希望する事業主
特定退職金共済事業を廃止した団体から資産移換を希望する事業主
合併等により企業年金との間の資産移換を希望する事業主
同居の親族とそれ以外の従業員を雇用する事業主
同居の親族のみを雇用する事業主

×
×
×
×
○
×

○
○
○
○
○
×

事業主の条件 新規加入助成 月額変更助成

参考
当機構には、一般従業員を対象とした中退共制度のほかに建設
業・清酒製造業・林業で働く期間を定めて雇用される従業員を対
象にした退職金制度として、特定業種退職金共済制度がありま
す。また、従業員の資産形成を支援する勤労者財産形成促進制
度もあります。詳しくは、各事業本部へお問い合わせください。

〔他の事業本部のお問い合わせ先〕
建設業退職金共済事業本部 TEL(03)6731-2866
清酒製造業退職金共済事業本部 TEL(03)6731-2887
林業退職金共済事業本部 TEL(03)6731-2887
勤労者財産形成事業本部 TEL(03)6731-2935

次の項目についてご記入ください

まずは資料をご請求ください
希望する資料番号に〇を付けてください
※ホームページからも資料請求可能です

業　種

人 人

円資本金の額または
出資の総額

パート従業員数常時雇用する
従業員数

フリガナ

安心・確実・有利　国の退職金制度

2022.03

検 索中退共
ホームページをご覧ください

電話・来訪による相談窓口

南池袋
公園

サンシャイン60通り

明治通り

文

池袋パルコ

首都高速
5号池袋

線 16階 中退共本部
相談センター室

都電荒川線

池袋駅
東口交番

西武池袋線　池袋駅

東武東上線　池袋駅

池袋駅東口池袋駅東口

東池袋４丁目

西武デパート

東池袋

JR池袋駅

出口35

出口2
サンシャイン
シティ

JR埼京線、山手線、湘南新宿ライン、東京メトロ丸の内線、
有楽町線、副都心線、西武池袋線、東武東上線

〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1

東京メトロ有楽町線

●「池袋」駅 出口35から徒歩約3分

●「東池袋」駅 出口2から徒歩約4分
※駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用
ください。

アクセス

電話受付 9:00～17:15 （土日祝日は除く）

TEL 03－6907－1234
FAX 03－5955－8211

相談窓口 9:00～17:00 （土日祝日は除く）

中退共本部　相談センター室（東京・池袋）

〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31　千種第3ビル2F  

中退共  名古屋コーナー
電話受付 9:00～17:00 （土日祝日は除く）相談窓口 9:00～16:30 （土日祝日は除く）

名古屋市営地下鉄「千種」駅から徒歩２分 JR「千種」駅から徒歩３分
※駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。
※名古屋コーナーは令和4年度中の移転を予定しています。

アクセス TEL 052－856－8151
FAX 052－856－8155

〒550-0011 大阪市西区阿波座1-7-13　商工中金阿波座ビル7Ｆ

相談窓口 9:00～16:30 （土日祝日は除く）

アクセス

中退共  大阪コーナー
電話受付 9:00～17:00 （土日祝日は除く）

地下鉄、四つ橋線、中央線、御堂筋線「本町」駅（出口22・23）から徒歩3分
※駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。

TEL 06－6536－1851
FAX 06－6536－1850

 

中退共制度への加入を検討している中小企業の皆様を対象に、職員が直接事業所を訪問又はオンラインで相談に応じています。

中退共ホームページ「無料相談のご案内」より相談申込書をダウンロード、必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込ください。お申し込み

訪問対象地域

無料相談も受け付けております！　制度加入をご検討中の事業所様

モバイルサイトのご案内

QRコードを読み取ってアクセスしてください。

中退共制度に関する情報はモバイルサイトでも
ご覧いただけます。

中退共ホームページでご確認ください。

退職金は、中退共本部から直接、退職した従業員の預金口座に振り込まれます。退職金は一時金払いのほかに、一定の要件を満
たしていれば、本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。
（注）退職金の受給権者は、従業員です。事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません。従業員の死亡による退職の場合は、その遺族が受給権者となります。

FAX 03-5955-8220
新規加入申込書
（5名まで記入できます）

続紙
（新規・追加　兼用）

検 索中退共
または、「中退共」で検索してください。

無料相談・オンライン説明会

2048437 よくわかる中小企業退職金共済制度 ダイジェスト版 オモテ 4校 原田 24/01/17





ご記入いただきました個人情報は中退共本部の加入促進活動に必要な範囲内で利用させていただきます。中退共本部では個人情報を適切な安全対策のもとに管理し、漏えい
などの防止に努めます。また、お客様の同意なく第三者に開示・提供はいたしません。

制度のメリットは何ですか？

電話・来訪による相談窓口

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-7-13
　　　　　　　　　　　 商工中金阿波座ビル7Ｆ

相談窓口 9:00～16:30（土日祝日は除く）
中退共  大阪コーナー

電話受付 9:00～17:00（土日祝日は除く）
TEL 06－6536－1851

FAX 06－6536－1850

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3 - 6 - 35
　　　　　　　　　　　　　ＣＢＣアネックス栄８F

中退共  名古屋コーナー

電話受付 9:00～17:00（土日祝日は除く）

相談窓口 9:00～16:30（土日祝日は除く）

TEL 052－857－7588
FAX 052－857－7592

中退共本部  相談センター室（東京・池袋）
相談窓口 9:00～17:00　電話受付 9:00～17:15 （土日祝日は除く）
〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1

TEL 03－6907－1234 FAX 03－5955－8211
オンライン説明会・無料相談をご利用ください！

中退共制度への加入を検討している中小企業の皆様を対象に、オンライン説明会
の開催および職員が事業所を訪問またはオンラインにて相談に応じています。詳細
は、中退共ホームページをご確認ください。

中退共ホームページ

2024.03

安心・確実・有利　国の退職金制度

ホームページのご案内

QRコードを読み取ってアクセスしてください。
中退共制度に関する情報をご覧いただけます。

国からの掛金助成 (一部対象外あり)
初めて中退共制度に加入する事業主および掛金月額を増額する事業主に掛金の一部を国が助成します。
1. 新規加入助成
初めて中退共制度に加入する事業主に掛金月額の1/2(従業員ごとに上限5,000円）を加入後4か月目から1年間、国が助成
します。短時間労働者の特例掛金月額2,000円・3,000円・4,000円には掛金月額の1/2の額にそれぞれ300円・400円・
500円が上乗せされます。

2. 月額変更助成
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。
（注）20,000円以上の掛金月額からの増額は、助成の対象になりません。

外部積立型で管理が簡単
掛金は口座振替ですので手間がかかりません。
また、従業員ごとの納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせしますので退職金の管理が簡単です。

掛金は非課税
掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
（注）資本金の額または出資の総額が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。

掛金月額の選択
従業員ごとに選択した掛金月額は加入後いつでも増額できます。また、掛金月額の減額は一定の要件のもとで可能です。

退職金は直接従業員へ

通算制度でまとまった退職金
一定の要件を満たしていれば以下の通算ができます。
1. 過去の勤務期間
事業主が初めて中退共制度に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を通算できます。
（注1）小規模企業共済制度に加入していた期間は通算できません。
（注2）他企業からの掛金納付月数通算および他共済または企業年金等から資産移換する従業員は過去勤務期間の通算はできません。

2. 中退共制度に加入している企業間を転職した場合
前の企業での掛金納付月数を通算できます。

3. 中退共制度に加入している企業と特定退職金共済制度※に加入している企業間を転職した場合
それぞれの制度へ前の企業での退職金を通算できます。
※商工会議所、商工会などの団体が運営している特定退職金共済（特退共）制度を指します。

掛金助成可否一覧表

社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主
解散存続厚生年金基金から資産移換を希望する事業主
特定退職金共済事業を廃止した団体から資産移換を希望する事業主
合併等により企業年金との間の資産移換を希望する事業主
同居の親族とそれ以外の従業員を雇用する事業主
同居の親族のみを雇用する事業主

×
×
×
×
○
×

○
○
○
○
○
×

事業主の条件 新規加入助成 月額変更助成

参考
当機構には、一般従業員を対象とした中退共制度のほかに建設
業・清酒製造業・林業で働く期間を定めて雇用される従業員を対
象にした退職金制度として、特定業種退職金共済制度がありま
す。また、従業員の資産形成を支援する勤労者財産形成促進制
度もあります。詳しくは、各事業本部へお問い合わせください。

〔他の事業本部のお問い合わせ先〕
建設業退職金共済事業本部 TEL(03)6731-2866
清酒製造業退職金共済事業本部 TEL(03)6731-2887
林業退職金共済事業本部 TEL(03)6731-2887
勤労者財産形成事業本部 TEL(03)6731-2935

次の項目についてご記入ください

まずは資料をご請求ください
希望する資料番号に〇を付けてください
※ホームページからも資料請求可能です

業　種

人 人

円資本金の額または
出資の総額

パート従業員数常時雇用する
従業員数

フリガナ

安心・確実・有利　国の退職金制度

2022.03

検 索中退共
ホームページをご覧ください

電話・来訪による相談窓口

南池袋
公園

サンシャイン60通り

明治通り

文

池袋パルコ

首都高速
5号池袋

線 16階 中退共本部
相談センター室

都電荒川線

池袋駅
東口交番

西武池袋線　池袋駅

東武東上線　池袋駅

池袋駅東口池袋駅東口

東池袋４丁目

西武デパート

東池袋

JR池袋駅

出口35

出口2
サンシャイン
シティ

JR埼京線、山手線、湘南新宿ライン、東京メトロ丸の内線、
有楽町線、副都心線、西武池袋線、東武東上線

〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1

東京メトロ有楽町線

●「池袋」駅 出口35から徒歩約3分

●「東池袋」駅 出口2から徒歩約4分
※駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用
ください。

アクセス

電話受付 9:00～17:15 （土日祝日は除く）

TEL 03－6907－1234
FAX 03－5955－8211

相談窓口 9:00～17:00 （土日祝日は除く）

中退共本部　相談センター室（東京・池袋）

〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31　千種第3ビル2F  

中退共  名古屋コーナー
電話受付 9:00～17:00 （土日祝日は除く）相談窓口 9:00～16:30 （土日祝日は除く）

名古屋市営地下鉄「千種」駅から徒歩２分 JR「千種」駅から徒歩３分
※駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。
※名古屋コーナーは令和4年度中の移転を予定しています。

アクセス TEL 052－856－8151
FAX 052－856－8155

〒550-0011 大阪市西区阿波座1-7-13　商工中金阿波座ビル7Ｆ

相談窓口 9:00～16:30 （土日祝日は除く）

アクセス

中退共  大阪コーナー
電話受付 9:00～17:00 （土日祝日は除く）

地下鉄、四つ橋線、中央線、御堂筋線「本町」駅（出口22・23）から徒歩3分
※駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。

TEL 06－6536－1851
FAX 06－6536－1850

 

中退共制度への加入を検討している中小企業の皆様を対象に、職員が直接事業所を訪問又はオンラインで相談に応じています。

中退共ホームページ「無料相談のご案内」より相談申込書をダウンロード、必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込ください。お申し込み

訪問対象地域

無料相談も受け付けております！　制度加入をご検討中の事業所様

モバイルサイトのご案内

QRコードを読み取ってアクセスしてください。

中退共制度に関する情報はモバイルサイトでも
ご覧いただけます。

中退共ホームページでご確認ください。

退職金は、中退共本部から直接、退職した従業員の預金口座に振り込まれます。退職金は一時金払いのほかに、一定の要件を満
たしていれば、本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。
（注）退職金の受給権者は、従業員です。事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません。従業員の死亡による退職の場合は、その遺族が受給権者となります。

FAX 03-5955-8220
新規加入申込書
（5名まで記入できます）

続紙
（新規・追加　兼用）

検 索中退共
または、「中退共」で検索してください。

無料相談・オンライン説明会
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